
筑紫地区地域自立支援協議会設置規約 

(名称) 

第1条 この会は、筑紫地区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)という。 

(目的) 

第2条 協議会は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市(以下「関係市」

という。)における行政機関及び障害者福祉関係団体(以下「関係機関等」という。)が相

互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について

情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の

整備について協議を行うことを目的とする。 

(組織) 

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって組織する。 

(所掌事項) 

第4条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 福祉サービスの利用に係る相談支援の体制整備に関すること。 

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。 

(3) 関係機関等によるネットワークの構築に関すること。 

(4) 地域の社会資源の整備に関すること。 

(5) その他協議会が必要と認めること。 

(会長及び副会長) 

第5条 協議会には、会長及び副会長を各1名置き、第7条第2項に規定する全体会の委員の

互選により定める。 

2 会長は会務を総理し、これを代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 (会議) 

第 6 条 協議会は、次に掲げる会議を開催する。 

(1) 全体会 

(2) 連絡会 

(3) 事務局会 

(4) 運営委員会 

(全体会) 

第7条 全体会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 第4条に規定する所掌事務に関し、関係市に対しての施策提案 



(2) 協議会の年間計画についての承認 

2 全体会は、関係機関等から選出された22人以内の委員をもって構成する。 

3 全体会は年に1回以上開催し、会長が招集し、その議長となる。 

(連絡会) 

第8条 連絡会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の情報及び課題の共有 

(2) 地域の困難事例の検討及び分析 

(3) 全体会に付議すべき事項の調整 

2 連絡会は、次に掲げる関係機関等の実務担当者をもって構成する。 

 (1) 筑紫医師会 

 (2) 相談支援事業者 

(3) 関係市における個別支援会議(障害者の支援に関する個別の課題を協議するために、

各関係市で行われる会議をいう。)の参加機関（各関係市から代表１機関） 

(4) 教育・就労関係機関 

(5) 筑紫保健福祉環境事務所 

3 連絡会は、年に2回の開催を原則とし、筑紫自治振興組合の事務局がある市(以下「当番

市」という。)が招集する。 

(事務局会) 

第9条 事務局会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 地域の情報、課題及び困難事例の整理 

(2) 個別支援会議への助言 

(3) 連絡会に付議すべき事項の調整 

2 事務局会は、相談支援事業者の実務担当者並びに関係市の障害担当係長及び担当者をも

って構成する。 

3 事務局会は、月に1回の開催を原則とし、当番市が招集する。 

(運営委員会) 

第10条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 協議会の円滑かつ適切な運営についての確認 

(2) 事務局会に付議すべき事項の調整 

2 運営委員会は、相談支援事業者の実務担当者並びに当番市の障害担当係長及び担当者を

もって構成する。 

3 運営委員会は、月に1回の開催を原則とし、当番市が招集する。 

(部会) 

第11条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

2 部会の組織、委員等は会長が定める。 



 (意見の聴取) 

第12条 協議会は、必要と認めるときは、全体会の委員及び各会の構成員以外の者を会議

に出席させ、意見を聴くことができる。 

(報酬等) 

第13条 全体会の委員及び各会の構成員への報酬及び費用弁償は、支給しないものとする。 

(遵守事項) 

第14条 全体会の委員及び各会の構成員は、協議会において知り得た個人情報その他の秘

密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(委任) 

第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。 

 附 則 

この規約は、平成25年4月1日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成 30年 10 月 1 日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成 31年 4 月 1 日から施行する。 

別表 

筑紫野市 

春日市 

大野城市 

太宰府市 

那珂川市 

相談支援事業者 

保健・福祉・医療関係機関 

教育・就労関係機関 

障害者当事者団体 

障害福祉サービス事業者 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 

社会福祉協議会 


